
中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書 

 

 中小企業を取り巻く環境は、長引くデフレを初め、欧州や中国向け需要の低下に

よる輸出減などの影響を受け、依然として厳しい状況が続いている。平成２４年の

１０月から１２月期の中小企業景況調査によると、「製造業は前期比で横ばい」と

し、製造業を中心に業況は足踏み状態といえる。 

 こうした状況下での中小企業に対する支援策は、金融支援だけでは不十分で、再

生・活性化策が極めて重要となっている。例えば、地元の各金融機関がコンサルテ

ィング能力を発揮して、中小企業の主体的な取り組みと経営再建意欲を促すように

するなど、経営改善につながる支援施策なども必要である 

 政府が目指している「強い経済」を取り戻すには、地域経済の活性化が不可欠で

あり、そのためにも中小企業の再生・活性化策は急務である。昨年８月に施行され

た「中小企業経営力強化支援法」では、商工会や公認会計士、税理士、診断士など

を認定支援機関として位置づけ、経営支援体制を構築するとしており、これが十分

に機能すれば中小企業の経営改善が期待できる。あわせて、地域の金融機関による

地元中小企業に対する支援体制を強化することが重要である。 

 よって、国においては、次の事項について早急な対策を講じるよう強く求める。 

 

記 

 

１ 全国的な中小企業支援ネットワークの整備とともに、認定支援機関の整備を図

るなど、総合的かつきめの細かい経営支援体制の充実を図るとともに、中小企業

への周知徹底、フォローアップに万全を期すこと。 

２ 地域の金融機関のコンサルティング能力及び支援体制を強化し、中小企業の経

営改善を図ること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 

 平成２５年３月１９日 

 

広 島 県 府 中 市 議 会  


